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日
本
海
運
業
に
お
け
る
減
価
償
却
の
生
成
過
程
(
そ
の
二
一
)

高

寺

貞

男

八

京
京
風
帆
船
会
社
に
ワ
づ
い
て

明
治
一
四
年
四
月
に
「
越
中
風
帆
船
会
社
」
、

明
治
一
五
年
三
月
に
「
北
海
道
運
輪
会
社
」
が
設

一
回
今
一

O
月
の
開
拓
使
官
有
物
払
い
下
げ
事
件
を
契
機
と
し
て
反
三
菱
体
制
に
か
た
ま
っ
た
政
府
は
、
一
二

菱
会
引

ω海
上
独
占
を
閉
止
す
る
た
め
、
ま
ず
明
治
一
五
年
二
月
二
八
日
に
ニ
菱
会
社
に
「
第
三
命
令
語
同
」
を
下
付
し
て
、
そ
の
活
動

を
制
限
す
る
と
と
も
に
、
上
記
の
三
社
主
基
礎
と
し

τ乙
れ
に
対
抗
す
る
「
共
同
運
輸
会
社
」
の
設
立
を
目
論
見
、
七
月
一
一
六
日
に
命

立
さ
れ
た
が
、
こ

ω問、

令
書
を
下
付
し
た
。
モ
れ
に
よ
る
と
、
こ
の
会
社
に
た
W
す
る
政
府
の
助
成
方
式
は
、
さ
き
の
三
菱
会
社
に
た
い
す
る
も
の
と
は
異
り
、

政
府
向
ら
株
主
と
し
て
新
造
汽
船
主
現
物
出
資
し
、
同
時
に
年
々
利
益
の
配
当
を
う
け
る
も
の
で
、
民
常
補
幼
主
義
か
ら
半
官
半
民
主

義
へ
の
逆
戻
り
で
あ
っ
た
。

こ
の
場
合
、
共
同
連
輸
会
社
の
利
益
処
分
に
つ
い
て
は
、
命
令
書
第
二
条
に
「
毎
期
政
府
一
一
於
テ
傾
ス
へ
キ
利
益
配
当
金
ハ
其
株
金

ニ
対
ジ
年
二
分
ヲ
以
テ
限
リ
ト

γ
其
以
上
ノ
利
益
円
本
社
ノ
総
収
入
一
一
組
入

v
保
険
準
備
等
一
一
充
ツ
へ
内
」
と
指
令
さ
れ
て
い
た
が
、

明
治
一
五
年
一

O
月
一
九
日
に
発
起
人
一
同
衆
議
決
定
の
上
、
農
商
務
卿
に
何
出
、
同
一
一
一
日
に
承
認
さ
れ
た
「
有
限
共
同
運
輸
会
社

日
本
海
運
業
に
お
け
る
減
価
償
却
の
生
成
過
程
(
そ
O
一ニい一

第
九

O
巻

0 
71 

第

号

一七



刊
本
海
巡
業
に
h
け
る
減
価
償
却
の
生
成
過
程
(
そ
の
三
)

定
款
」
第
九
草
は
さ
ら
に
詳
し
く
つ
ぎ
の
上
う
に
規
定
し
て
い
た
。

第
九
O
巻

O 

第

号

J、

第
九
章

音ト
算;

第
五
十
四
条

計
会
社
ハ
総
テ
複
記
ノ
法
ヲ
以
一
ア
明
細
正
確
ナ
ル
帳
簿
ヲ
製
ジ
置
キ
政
府
ノ
検
京
官
叉
ハ
株
主
ノ
検
閲
-
一
供
ユ
可
シ

第
五
十
五
条

当
会
社
ノ
損
益
計
算
ハ
毎
年
一
片
七
月
ノ
両
度
ト
為

γ
株
主
総
会
一
一
報
告
シ
利
益
金
ノ
配
当
ヲ
為
ス
へ
ジ

第
五
十
六
条

船
体
保
険
措
備
ト
ツ
テ
一
ヶ
年
二
利
件
船
代
価
ノ
百
分
ノ
七
ヲ
収
入
金
ノ
内
ヨ
リ
積
立
(
汽
船
帆
船
ト
モ
)
之
ヲ
第
一
積
立
金
ト
称
ス

町
、/但

シ
船
舶
ホ
険
ニ
進
遇
シ
タ
ル
破
損
ノ
修
繕
費
本
船
限
価
百
分
ノ
三
以
上
ニ
当
ル
時
ハ
此
積
金
ヨ
リ
償
却
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

第
五
十
七
条

汽
船
ハ
気
鈍
帆
船
ハ
銅
板
張
帯
ノ
準
備
及
ヒ
通
信
大
修
繕
ノ
準
備
ト
シ
テ
一
ヶ
年
一
一
一
利
各
船
総
代
価
ノ
一
口
分
ノ
五
ヲ
収
入
金
ノ
内
ヨ
リ

積
立
之
ヲ
第
二
種
ノ
前
金
ト
称
ス
可
シ

第
五
十
八
条

営
業
上
ノ
都
合
ニ
習
り
多
分
ノ
利
益
ア
ル
ト
キ
ハ
株
主
ノ
衆
議
一
一
伎
リ
第
一
一
一
積
ノ
積
金
ヲ
為
ス
コ
ト
ア
ル
可
シ

当
会
社
収
入
金
総
額
ヨ
リ
一
切
ノ
費
用
及
ヒ
尋
常
船
体
ノ
修
繕
費
各
種
ノ
積
立
金
ヲ
除
キ
残
金
ヲ
以
テ
純
益
ト
為
シ
其
内
ヨ
n
p
役
員
ノ

第
五
十
九
条

賞
与
金
ヲ
引
去
り
余
ヲ
株
高
ニ
一
割
合
配
当
ス
可
γ

右
白
定
款
第
九
章
は
発
起
人
が
向
主
的
に
決
定
し
た
エ
う
に
と
ら
れ
が
ち
で
あ
る
が
、
突
は
そ
う
で
は
た
く
、
政
府
の
指
遵
の
下
に

作
成
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
明
治
一
五
年
七
月
一
二
日
付
大
蔵
省
へ
の
「
農
商
務
省
伺
共
同
運
輸
会
社
設
立
ノ
儀
」
を
み
る
と
、
そ
こ
に

第
十
四

船
舶
保
険
料
ハ
総
船
代
価
ノ
宵
分
ノ
七
ト
定
メ
別
途
-
一
積
立
相
当
ノ
額
一
一
充
レ
ハ
速
一
新
船
ヲ
製
造
叉
ハ
買
入
ル
へ

γ

第
十
五

布
保
険
料
ノ
外
一
一
各
船
ノ
大
修
繕
及
ヒ
汽
鈍
予
備
金
一
ト
シ
テ
総
船
代
仙
ノ
百
分
ノ
五
フ
別
途
ユ
積
立
へ

γ
而
シ
テ
此
積
立
金
ハ
毎
船
ノ
汽
錦

其
他
ノ
大
修
耕
一
一
供
用
ス
ヘ
シ

第
十
六

此
会
社
ハ
毎
年
一
月
七
月
ノ
両
度
-
一
総
勘
定
ヲ
為
シ
株
主
ノ
総
会
ヲ
催
フ
シ
テ
之
ヲ
報
道
シ
某
配
当
ヲ
取
行
ア
ヘ
ジ



第
十
七

布
ノ
総
会
↑
一
於
テ
取
行
プ
肋
定
方
法
ハ
会
社
ノ
総
収
入
金
ヨ
リ
保
険
料
及
ヒ
各
船
大
修
繕
汽
錦
f
備
金
航
海
費
此
ヒ
木
文
伯
ノ
費
用
ヲ
引
去

成
金
ヲ
以
↑
フ
会
社
ノ
純
益
金
ト
ナ
シ
之
ヲ
株
金
配
向
ノ
額
ト
ス
へ
内

と
い
う
利
益
処
分
計
画
が
す
で
忙
政
府
の
干
に
よ
っ
て
し
び
案
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
が
、
定
款
第
九
章
は
結
局
そ
れ
に
も
と
ず
い

て
作
成
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
モ
の
場
合
、
政
府
案
の
よ
う
に
船
舶
自
家
保
険
積
立
金
を
「
新
船
ヲ
製
造
又
ハ
買
入
ル
」
た
め

に
使
う
こ
と
は
合
間
的
で
は
な
い
の
で
、

第
一
一
四
積
金
(
船
舶
自
家
体
険
積
立
金
)
沿
よ
ぴ
第
二
穂
積
金
(
船
舶
大
悔
繕
積
立
金
)

以
外
に
、

「
多
分
ノ
利
益
ア
ル
ト
キ
ハ
株
主
ノ
衆
議
ニ
依
リ
第
三
和
ノ
積
金
ヲ
為
ス
コ
ト
」
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
第
三
種
積

金
が
船
舶
減
価
補
填
積
立
金
で
あ
る
と
は
必
ず
し
も
H
え
な
い
が
、
そ
れ
に
相
当
す
る
も
の
と
み
な
し
て
恐
ら
く
間
違
い
で
友
い
で
あ

ろ
う
。
な
f
な
ら
、
定
款
第
五
十
八
条
に
規
定
さ
れ
て
い
る
第
三
種
積
金
は
、
さ
き
に
考
察
し
た
東
京
風
帆
船
会
社
白
定
款
第
四
十
四

条
の
但
し
宝
ア
1

「
配
当
傾
株
金
ノ
一
割
五
分
以
上
ノ
割
合
ニ
至
ル
ト
キ
(
株
主
衆
議
ノ
上
適
宜
ノ
積
金
ヲ
ナ
シ
、
之
ヲ
第
一
ア
積
金

ト
称

v
、
各
樋
減
価
ノ
柿
唄
ト
ナ
ス
へ
円
」

1
ー
に
規
定
さ
れ
た
積
金
と
あ
ま
わ

J

に
も
よ
く
似
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
共
同

運
輸
会
社
に
沿
い
て
は
、
東
京
風
帆
船
会
社
と
同
じ
様
に
、

い
ぜ
ん
と
し
て
船
舶
の
減
価
に
た
い
寸
る
補
填
よ
り
も
利
格
配
当
の
方
が

重
視
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
否
定
で
者
怠
い
。

当
社
は
政
府
の
現
物
出
資
以
外
に
広
く

「
人
民
」

か
ら
資
金
を
集
め
ね
ば
な
ら
な
か
っ

た
(
後
掲
す
る
当
社
白
「
支
障
報
告
L

で
は
、
前
者
は
「
政
府
株
企
」
後
者
は
「
人
民
株
金
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
)
か
ら
、

モ
れ
に
た
い
し
て
支
払

う
配
当
を
ど
う
し
て
も
重
視
壮
ね
ば
な
ら
一
ず
、
そ
の
上
、
定
款
第
七
条
に
「
当
社
ノ
営
業
期
限
ハ
一
一
一
十
筒
年
ト
ス
何
満
期
ニ
至
リ
テ
株

主
ノ
衆
議
ヲ
以
テ
更
一
一
政
府
ノ
特
許
ヲ
得
ル
ユ
於
テ
ハ
之
ヲ
永
続
ス
ル
ヲ
得
へ
ジ
」
と
規
定
さ
れ
て
悼
た
よ
う
に
、
半
有
期
性
企
業
で

あ
っ
た
か

b
、
固
定
資
産
の
再
生
産
に
は
そ
れ
ほ
ど
意
を
そ
そ
ぐ
必
要
が
な
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

そ
れ
で
は
、
第
一
種
積
金
(
船
舶
自
家
慌
険
積
立
金
)
、
第
二
種
積
金
(
船
舶
大
修
繕
積
立
金
)
、
第
三
種
積
金
(
船
舶
減
価
補
嘱
樹
立
金
)
へ

日
本
梅
運
業
に
お
け
る
減
価
償
却
白
生
成
過
程
(
そ
の
三
)

第
九

O
巻

第
三
号

ゴL



日
本
権
運
業
に
お
付
る
時
価
償
却
の
生
成
過
程
(
そ
の
三
)

第
九
(
)
巻

持
二
号

巨封。

は
ど
れ
だ
け
白
繰
り
入
れ
が
志
さ
れ
、
ま
た
そ
こ
か
ら
ど
れ
だ
け
の
取
り
崩
し
が
み
耳
ζ

な
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

叫
り

共
同
運
輸
会
社
は
明
治
一
六
年
一
月
一
日
に
東
京
風
帆
船
会
社
、
北
海
道
運
輸
会
社
司
お
よ
び
越
中
風
帆
船
会
社
主
合
併
し
て
開
業
し

た
o

し
た
が
っ
て
、
定
款
に
よ
れ
ば
、
明
治
一
六
年
上
半
季
の
「
決
算
報
告
ヲ
為
ス
へ
キ
筈
ナ
レ
ド
当
年
上
半
季
ハ
専
ラ
創
立
事
務
-
一

従
事
シ
営
業
ノ
資
ト
ア
ル
へ
キ
船
制
戸
当
時
買
入
中
ノ
事
ナ
レ
ハ
当
年
一
一
限
り
上
半
季
ノ
報
告
ヲ
止
メ
来
十
七
年
一
月
二
満
一
ヶ
年
ノ

報
告
ブ
為
ス
方
然
ル
へ
シ
ト
ノ
議
・
-
一
一
決
判
L

(

明
治
一
六
年
四
月
-
一

O
日
に
聞
か
れ
た
株
主
紘
会
に
つ
い
て
り
『
中
外
物
価
新
報
』

五
-
一
)
の
記
事
よ
り
〉
し
た
た
め
、
第
一
回
の
実
際
報
告
は
半
年
あ
く
れ
た
。
そ
れ
に
よ
る
と
、

〆、

ノ、

「
本
社
創
業
即
千
明
治
一
五
年
八
月

ヨ
リ
阿
一
六
年
十
二
月
三
十
一
日
ニ
至
ル
創
立
及
営
業
ノ
総
勘
定
並
ニ
損
益
計
算
ノ
提
要
」
は
つ
ぎ
の
と
ゐ
り
で
あ
っ
た
。

総
勘
定
ノ
事

会
社
ノ
資
産
ニ
属
ス
ル
部

借
方

一
金
八
拾
弐
万
八
千
六
百
五
拾
弐
円
拾
六
銭
七
直

一
金
式
拾
九
万
間
百
八
拾
三
円
九
拾
七
銭
七
厘

一
金
四
拾
九
万
千
六
百
円
六
拾
壱
銭
一
二
厘

一
余
五
万
七
百
八
胎
円
七
拾
五
銭
凹
厘

一
金
壱
万
四
千
五
百
四
拾
四
円
五
拾
五
銭
八
鹿

一
金
九
万
弐
千
六
百
九
円
四
拾
銭
九
厘

一
金
え
万
三
千
三
百
九
拾
四
円
四
拾
七
銭
五
厘

一
金
弐
万
=
千
五
百
九
拾
円
拾
六
銭
凹
厘

一
会
六
千
弐
百
七
お
四
日
弐
拾
三
銭
三
厘

汽
船
一
克
価

風
帆
船
一
克
価

船
舶
購
入
内
金

船
鮒
購
入
費

肺
肝
船
元
価

不
動
産

公
債
証
書

船
舶
刈
貯
品

部



一
金
五
百
三
拾
回
円
九
拾
壱
銭

一
企
壱
万
九
千
八
百
六
拾
四
円
佑
を
銭

一
金
四
万
六
千
四
百
七
拾
五
円
六
拾
銭
三
厘

一
金
給
万
三
千
五
円
九
銭
官
犀

一
金
式
千
弐
百
六
拾
を
円
九
銭
八
匝

一
企
九
万
五
千
八
百
拾
五
円
四
銭
六
厘

一
金
壱
万
三
廿
円

一
金
三
万
千
弐
百
七
円
丸
拾
銭
一
ハ
匝

一
企
弐
百
三
拾
円
壱
銭
五
庫

一
金
七
万
九
千
拾
九
円
六
始
ゴ
一
銭
三
厘

総
計
金
弐
百
弐
拾
官
万
六
百
四
拾
三
円
七
拾
六
銭
二
厘
也

九
五
社
ノ
負
債
一
一
属
ス
ル
部

貸
方

一
金
給
七
万
円

一
金
百
三
拾
四
万
九
千
三
百
弐
拾
五
円

一
金
四
姶
七
万
円

一
金
弐
千
八
百
八
拾
弐
円
三
拾
弐
銭
弐
厘

一
金
じ
万
三
千
百
三
拾
四
円
拾
九
銭
八
厘

一
金
百
五
拾
円

日
冷
海
巡
業
に
お
付
る
減
価
償
却
の
斗
成
過
杵
(
そ
の
三
) 運

賃
未
収
入

航
海
費
引
当
波

大
修
叫
開
設

銀
行
当
座
預
ケ
金

各
代
組
出

未
決
算
勘
定

伯
川
船
舶
敷
金

雑
勘
定

通
貨
有
品

創
業
入
費

政
府
株
金

人
民
株
金

当
時
支
払
手
形

扱
船
勘
定

未
決
算
預
金
勘
定

周
旋
問
民
俺
証
会

第
九
心
巻

首5

手j

四



u
本
海
運
業
に
お
け
る
減
価
償
却
の
生
成
過
程
(
そ
の
二
)

一
金
拾
四
万
五
千
百
五
拾
弐
円
式
拾
阿
銭
弐
厘

総
計
金
弐
甫
弐
指
壱
万
六
百
四
拾
三
一
円
七
拾
六
銭
弐
直
也

損
益
計
算
ノ
事

利
投
金
ノ
部

貸
方

一A

畳
間
拾
三
万
七
千
弐
百
八
拾
七
円
弐
約
六
銭
九
厚

一
金
四
百
五
拾
八
円
七
姶
弐
銭

一
金
八
百
七
拾
四
円
冗
拍
銭
七
胤

一
金
弐
万
八
千
百
九
折
九
円
三
給
六
銭
六
厚

一
金
八
千
三
育
五
指
弐
円
五
指
六
銭
五
匝

一
金
百
五
拾
八
円
給
六
偽
三
原

総
計
金
四
約
七

A
五
T
三
百
三
拾
円
六
泊
二
一
銭
右
耳
也

損
失
金
ノ
部

仙

万

一
金
弐
陥
六
万
千
百
九
姶
五
円
一
一
一
拾
五
銭
六
厄

一
金
五
千
三
百
八
姶
凶
円
五
蛤
九
銭
六
原

一
金
六
万
三
千
五
百
九
拾
八
円
四
拾
三
銭
六
四

一
会
拾
四
万
五
千
百
五
指
弐
円
弐
拾
四
銭
弐
厩

総
計
金
阿
拾
七
万
五
千
三
百
三
折
円
六
拾
一
コ
銭
壱
圧
也

利
益
金
言
算
ノ
事

総
利
益
金

各
船
舶
運
賃

扱
削
相
手
数
料

貸
舶
料

雑
収
入
金

利
息

車
飲
料

各
船
州
諸
経
費

割
戻
巡
質
及
抑
償
金

本
支
出
費

利
益
金

第
九

O
巻

↓目

第
二
号

巨ヨ



一
命
信
凹
万
五
千
百
五
拾
弐
円
弐
治
四
銭
弐
周

剥
益
会

〆
一
金
四
万
百
三
拾
四
円
五
拾
壱
銭
壱
屋

各
船
舶
第
一
種
積
立
金

一
金
弐
万
七
千
四
百
三
拾
五
円
四
捨
鐘

同
第
一
一
種
向

一
金
七
万
七
千
五
百
八
拾
弐
円
三
姶
三
銭
壱
胤

純
利
×
皿
金

メ
金
拾
四
万
五
千
百
五
指
弐
円
弐
拾
四
銭
弐
厘
也

株
主
配
当
帝
ノ
事

一
金
也
万
七
千
五
町
八
拾
式
円
舟
三
銭
官
厚

純
利
益
金

〆一
金
七
万
六
千
三
宵
五
恰
弐
門
廿
八
銭
入
匝

株
主
配
当
金

株
金
(
入
品
〉
三
百
四
拾
万
円
ノ
内
払
込
既
、
街
株
金
百
一
二
拾
四
万
九
千
三
百
弐
拾
五
円
ノ
積
数
千
拾
八
万
三
百
百
円
一
一
対
シ
、
年
九
分
ノ
割
ヲ

以
ア
如
此

一
金
千
弐
百
一
一
恰
円
四
銭
三
匝

後
季
繰
越
金

〆
金
七
万
七
千
五
百
八
拾
弐
門
キ
ニ
拾
三
銭
壱
匝

セ」

τ
、
「
明
治
十
七
午
一
刀
一
日
ヨ
リ
十
二
月
三
十
一
日
迄
一
週
午
岡
本
社
一
一
於
子
実
際
随
行
ジ
ク
ル
業
務
ノ
願
末
及
諸
勘
定
ヲ
整

頓

γ
株
主
諸
活
-
一
報
逝
ス
ル
」
と
こ
ろ
の
「
共
同
運
輸
会
社
第
二
回
実
際
報
告
」
に
よ
る
と
、
右
に
引
用
し
た
財
務
諸
表
に
一
市
き
れ
て

い
た
よ
う
に
「
明
治
十
六
年
度
ニ
於
テ
、
定
款
第
五
十
六
条
ニ
従
ヒ
第
一
種
-
一
四
万
百
三
十
四
円
五
十
一
銭
一
足
ヲ
積
立
タ
V

}

モ、

同
年
度
一
一
ハ
帆
船
神
合
丸
ノ
沈
没
ア
リ
テ
、
其
船
価
三
万
四
千
肝
二
十
九
円
五
十
四
銭
七
日
間
ヲ
第
一
品
世
帯
屯
金
ユ
テ
償
却
シ
、
残
六
千

H
木
海
迎
某
に
お
け
る
減
価
償
却
の
生
成
過
程
(
そ
の
一
一
一
)

第
九

υ巻

五

第
一
一
号

四



日
本
海
運
業
に
お
け
る
減
州
償
却
の
生
成
過
程
(
そ
の
一
二
)

第
九
O
巻

一」/、

第
二
号

p'l 

回

四
百
円
九
十
六
銭
四
原
ヲ
以
テ
本
〔
明
情
一
レ
]
〕
年
度
一
一
越
ル
第
一
種
ノ
積
合
金
ト
ス
〔
改
竹
〕

又
定
款
第
五
十
七
条
一
一
従
ヒ
第
二
種
-

二
万
七
千
四
百
三
十
五
円
四
十
銭
ヲ
積
立
b
p
v

ト
を
、
阿
年
度
中
大
修
繕
ユ
四
万
六
千
四
百
七
十
五
円
六
十
銭
三
厘
ヲ
費
V
タ
レ
ハ
、

矛u';占
益 i担金
ヲ 立
1IJ. 金
均ト J、
レ悉
ノ、 十干
積此
立内
金へ
ヲ償
1)と却
フζ 手ノ

能尽
ハ Jン

ス帥タ
」レ

本
年
度
ニ
於
テ
〈
第
二
種
ノ
積
立
金
ナ
シ
〔
改
行
〕
本
年
度
ニ
於
テ
ハ
:
:
営
業
上

こ
の
よ
う
に
、
共
同
迷
輪
会
社
が
明
治
一
七
作
度
に
ゐ
い
て

i

全
体
ノ
計
算
上
二
万
五
千
四
百
二
円
舟
八
銭
四
原
ノ
損
失
ト
ナ
リ
、

鈴
一
・
第
一
一
ノ
積
立
金
ハ
勿
論
、
株
主
諸
君
ニ
配
当
ス
へ
キ
利
益
打
」
き
状
態
に
落
入
っ
た
わ
け
は
、
イ
ギ
リ
ス
へ
注
文
し
た
新
製

同
同

ノ
汽
船
概
、
一
ネ
予
知
-
一
後
V

テ
回
着
シ
充
分
ノ
運
転
ヲ
為
シ
能
ハ
サ
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
」
一
一
一
変
会
社
と
の
瀕
散
の
結
果
、
-
述
F
且
ハ
秋
季
以

悶

来
日
一
日
ト
低
薪
シ
L

た
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
明
治
-
八
年
代
入
る
や
、
対
三
菱
会
社
の
競
争
は
さ
ら
に
激
化
し
「
一
月
完
り
五

叫

月
ニ
至
ル
五
ヶ
月
平
均
収
支
差
引
毎
月
二
万
五
千
余
円
ノ
損
失
」
(
明
治
一
八
年
七
月
一
七
日
嗣
共
同
迎
輸
去
社
社
長
森
岡
昌
純
白
政
府
へ
の
「
内

相
仰

申
出
」
よ
り
J

を
出
し
、
他
方
三
設
会
社
も
か
な
り
の
狽
失
を
累
れ
、
過
当
競
争
は
同
社
を
自
滅
の
危
機
に
お
い
こ
ん
だ
。

府
は
従
米
の
政
策
を
転
換
し
阿
社
の
妥
協
を
命
じ
、
両
社
は
明
治
一
八
年
九
月
特
許
を
え
て
令
併
し
、

そ
こ
で
政

「
日
本
郵
船
会
社
」
が
誕
生
し

Tニ。

ω
三
菱
会
社
に
た
い
す
る
第
三
命
令
お
第
七
条
に
「
新
聞
製
造
巨
人
又
は
大
修
概
等
ノ
準
仙
l

シ
テ
従
前
ノ
泊
年
年
公
債
証
書
十
人
万
円
ヲ
本
同
一
一

預
ケ
置
ク
へ
山
γ

此
単
備
金
円
本
条
ノ
費
途
ニ
限
リ
使
用
ヒ
ジ
ム
ヘ
リ
γ

」
(
「
海
運
史
料
』
上
巻
、
明
治
一
九
年
、
二
一
H
)
と
規
定
さ
れ
て
い
る
が
、

第
一
命
令
書
〔
明
治
八
年
九
月
一
五
日
)
お
よ
び
第
二
命
令
書
(
明
治
九
年
九
月
一
五
日
)
に
は
こ
の
よ
う
な
規
定
が
な
い
の
で
調
べ
て
み
た
ら
、

明
治
一
六
年
七
月
一
一
日
の
「
郵
便
報
知
新
聞
」
に
同
紙
の
記
者
も
同
慌
り
疑
問
を
い
だ
き
「
其
甑
末
ヲ
捜
聞
セ
V
」
結
果
を
つ
ぎ
り
よ
う
に
報
告

し
て
い
ゐ
。
「
当
初
管
船
ノ
当
肋
者
円
同
社
ノ
会
計
ヲ
粕
出
ニ
勘
十
九
日
ス
ル
ノ
一
!
万
ヲ
以
テ
制
社
ノ
損
政
ヲ
一
γ
防
セ
ン
ト
企
テ
ジ
カ
如
何
一
一
ー
之
フ
開
勘

ス
ト
モ
尚
損
敗
ヲ
防
キ
航
シ
ト
シ
テ
明
治
十
三
年
制
ヨ
リ
速
一
一
年
々
十
八
万
円
ヲ
税
儲
シ
テ
庄
司
ニ
預
ケ
置
カ
シ
ム
ル
ノ
方
法
ヲ
設
ケ
ラ
レ
タ
リ
ナ



リ
ト
一
五
ア
」
(
『
海
運
史
料
」
中
益
、
明
治
一
九
年
、
五
心
三
頁
)

向
『
栴
迷
史
料
』
下
巻
、
明
治
九
年
、
附
緑
、
一

l
二
頁
。

ω
前
崎
吉
、
附
録
、
二
二
二
三
瓦
。

川

W

3

法
規
分
間
州
大
企
第
一
制
江
運
輸
門
十
、
明
治
一
一
四
年
、
八
五
八
六
百
。

M
W

渋
沢
官
淵
一
記
念
財
団
龍
門
社
編
纂
『
渋
沢
栄
一
伝
記
資
料
』
第
八
巻
、
昭
和
コ
二
午
、
一
四
頁
。

ω
『
海
述
史
料
』
下
巻
、
一

O
頁。

の
「
共
同
運
輸
会
社
創
業
事
務
要
領
慨
告
」
を
し
た
「
中
外
物
価
新
報
」
ハ
明
治
一
六
年
五
月
一
日
号
)
に
よ
る
と
、
旧
公
祉
の
「
所
有
柏
岬
ハ
航

海
ノ
郁
合
一
一
円
リ
一
時
ニ
授
受
ノ
運
ヒ
ニ
歪
ラ
ス
日
海
へ
入
港
ノ
時
々
管
舶
局
ニ
岡
山
船
体
ノ
検
査
ヲ
受
ケ
定
説
一
一
開
シ
テ
骨
格
ナ
ル
毛
ノ
ノ
ミ
当

一
月
ヨ
リ
本
月
マ
テ
ニ
順
次
本
社
一
一
引
受
タ
ル
其
船
数
ハ
汽
船
一
隻
風
帆
船
十
五
隻
ナ
リ
而
γ
テ
右
三
九
五
社
ノ
株
高
ハ
左
ノ
如
シ

株

同

七

千

四

百

廿

二

株

旧

東

京

町

帆

船

会

社

此
金
三
拾
七
万
千
百
川

内
金
サ
四
万
九
千
九
百
八
折
円
払
込
済
ノ
分

株

高

四

千

三

白

六

十

八

株

日

北

海

迫

運

輸

入

品

社

北
金
廿
一
万
八
千
四
百
円

内
全
じ
万
二
千
三
一
白
五
十
五
円
右
同
断

株

高

三

千

株

旧

越

中

風

帆

船

会

社

此
金
給
五
万
円

但
皆
金
払
込
済

合
引
株
高
百
万
四
千
七
百
九
十
株

此
金
七
除
三
万
九
千
五
百
円

内
金
四
拾

b
万
弐
千
三
百
三
拾
五
円
払
込
清
ノ
介

此
払
込
金
ニ
吋
ス
ル
モ
ノ
ハ
即
チ
前
ニ
云
フ
汽
船
風
帆
船
ヲ
拍
メ
地
所
建
物
及
附
属
品
船
舶
用
品
等
本
社
一
一
於
テ
要
刑
ノ
諸
物
}
現
在
把
金
ト
ヲ
以

日
木
海
運
業
に
お
け
る
減
価
償
却
の
生
成
過
花
(
み
の
一
一
一
)

第
九
心
巻

一じ

第
二
号

四
.li 



日
本
海
運
業
に
お
け
る
減
州
航
却
の
生
成
過
程
(
そ
の
一
一
一
)

第
九
ひ
在

人

PB 
ノ勺

約
二
号

テ
シ
其
品
川
ハ
未
タ
払
込
+
ル
金
制
ト
ス
」
(
『
海
運
史
料
」
中
巻
、
明
治
一
九
年
、
六
三

i
」
ハ
同
頁
)

右
の
記
事
か
ら
推
察
す
る
に
、
東
京
・
北
撫
道
-
越
中
各
風
帆
船
会
社
か
ら
共
同
運
輸
会
社
へ
引
波
さ
れ
土
回
定
資
雌
は
、
の
ち
に
扶
同
迎
輸
入
公

社
抗
日
本
郵
船
会
社
へ
引
披
し
た
固
定
資
産
と
悶
様
、
す
で
に
発
生
し
た
減
州
が
無
視
さ
れ
て
、
原
仰
を
も
っ
t
u
l山
川
さ
れ
た
。

則
前
掲
出
、
六
九
五
。

川
明
『
渋
沢
栄
一
伝
記
資
料
L

第
八
巻
、
九
一
九
三
官
H
O

M
W

前
掲
白
、
九
九
頁
。

ω
前
掲
昔
、
九
九
瓦
。

ω
佐
々
木
誠
治
『
日
本
海
述
脱
走
史
序
説
L
m
m
和
二
九
年
、
第
八
章
(
一
八
三
二
回

O
H
)
、
参
照
。

M
W

『
渋
れ
栄
一
伝
記
資
料
』
第
八
荘
、
九
八
頁
ω

川
明
前
掲

E
、
一

O
七
頁
。

「
共
同
運
輸
会
社
第
三
回
実
際
報
告
」
は
「
損
訊
勘
定
ノ
事
」
に
お
い
て
「
当
期
(
明
治
一
八
年
一
月
一
日
ヨ
リ
同
年
九
月
一
十
日
迄
〕
ノ
尚
来

二
川
年
ニ
引
前
キ
同
業
ノ
脱
走
一
明
劇
烈
ニ
王
一
リ
為
メ
r

運
賃
非
常
L

低
落
セ
り
加
フ
ル
ニ
競
走
ノ
為
直
接

m按
ニ
立
外
ノ
失
杭
ヲ
生
セ

V

ヲ
以
ア

刺
益
ヲ
祝
ル
龍
ハ
サ
ル
ノ
ミ
ナ
ヲ
ス
大
ニ
損
失
ヲ
蒙
リ
タ
リ
其
計
算
左
ノ
如
シ
」
と
し
て
、
収
支
主
引
「
金
三
十
=
一
万
二
千
九
百
八
十
一
円
六
十
三

銭
四
賀
」
の
つ
損
会
」
を
計
上
し
て
い
た
。
(
「
法
凱
分
類
大
全
第
一
制
』
迎
輸
門
十
、
九
九

l
一
O
O
R
)

制
郵
便
汽
船
三
菱
会
社
の
明
治
一
四
年
以
降
心
収
支
状
況
の
推
移
は
つ
ぎ
の
唱
と
お
り
で
あ
っ
た
。

完

一

温

部

同

年

冊

一

一

一

日

-gH

一

p
g由

一

F
C

田
町
一
告
白

(
副
主
同

l
『
品
計
百
川
市
同
日
比
百
』
高
智
寸
壮
・
山
包
囲
」
汁
三
市
再
)

百
倫
明
白
附

〉

ロヤ

E半

刈

昨

~ 

E 

(
根
幹
4
3
)

5
2剛
一

弓

骨

同

一

】

由

主

阿

一

J

I

l

l

J

I

l

l

-

ミ
ω山
一

国

U
N
m

一

N
b
]
由

一

仙
一
寸
巴
一
室
ω

一

回

、

N
M四
一



1L. 

前
章
で
詳
し
〈
考
察
し
た
工
う
に
、

共
同
運
輸
会
社
に
わ
い

τは
減
価
償
却
は
全
〈
沿
こ
た
わ
れ
た
か
ラ
た
が
、

当
社
と
激
し
く

競
争
し
た
三
菱
会
担
の
立
場
を
協
肝
議
し
た
「
郵
便
報
知
新
聞
」
の
記
事
中
に
、
ま
た
当
社
が
三
菱
会
社
と
「
合
併
ノ
際
注
意
ス
へ
キ
事

仙

川

項
」
と
し
℃
「
丙
社
財
産
ノ
許
伽
」
を
と
り
あ
げ
た
「
東
京
横
浜
毎
日
新
聞
」
の
記
事
中
に
、
船
併
の
減
価
償
却
の
必
要
性
が
強
調
さ

れ
て
い
た
こ
と
を
見
逃
し
て
は
た
ら
在
い
で
あ
ろ
う
。

明
治
一
六
年
七
月
-
七
日
の
「
郵
便
報
知
新
聞
」
は
、

前川匂

「
共
筋
ノ
千
一
一
成
レ
リ
ト
カ
称
兄
ル
弁
妄
書
」
中
白
「
実
業
者
ノ
報
道
一
一
依

レ
ハ
回
漕
業
ノ
利
益
ハ
通
常
凹
五
割
以
上
一
一
回
ル
ト
然
ル
ニ
他
ノ
普
通
ノ
常
業
ハ
一
割
五
分
以
上
ノ
利
益
ヲ
収
ム
ル
ハ
甚
タ
易
カ
ラ
サ

ル
此
ノ
中
ナ
レ
ハ
其
業
ヲ
転
γ
テ
翻
然
問
刷
出
業
ヲ
企
ッ
ル
者
続
々
ト
ジ
テ
各
地
-
一
一
側
起
兄
ル
ノ
現
状
ヲ
駅
シ
タ
ル
ナ
リ
然
レ
ト
そ
如
何

」
と
M
V

う
個
所
に
た

セ
ン
三
菱
会
社
ハ

他
ノ
回
消
者
フ
抑
制
シ
一
ア
之
ヲ
ジ
テ
大
-
一
其
業
一
一
力
ヲ
尽
サ
シ
ム
ル
ヲ
何
サ
ラ
シ
メ

「
凹
博
業
ヲ
四
五
割
以
上
ノ
利
益
7
り
ト
一
五
ヘ
ル
ハ
劃
何
ナ
ル
証
例
-
一
拠
片
そ
ノ
カ
長
タ
疑
フ
可
キ
ナ
リ
」

乙

い
し
反
批
判
を
試
み
、

し
て
、
つ
ぎ
の
よ
ろ
に
の
へ
て
い
る
。

「
如
何
一
一
モ
船
舶
-
一
因
テ
ハ
共
初
年
或
円
二
年
頃
マ
テ
ハ
三
割
四
割
ノ
利
益
ア
ル
者
ナ
キ
一
一
ア
一
フ
ス
然
レ
ト
モ
三
年
目
四
年
日
ヨ
リ

漸
々
-
一
法
械
船
体
ノ
修
繕
等
ヲ
要
γ
共
費
問
ヲ
引
キ
去
テ
平
均
ス
レ
円
決
γ
テ
三
割
四
割
ノ
利
益
ア
ル
者
ヲ
間
カ
ス
況
γ
ヤ
西
詐
船
主

ノ
如
グ
船
舶
ノ
老
朽
ヲ
見
込
テ
年
々
減
価
ノ
代
ヲ
利
益
ヨ
リ
引
去
リ
又
保
険
金
ヲ
払
フ
カ
或
ハ
保
険
積
金
〔
白
家
保
険
杭
子
#
一
へ
の
繰
入

額
〕
ヲ
引
去
ラ
ハ
其
利
益
ハ
意
外
-
一
少
ナ
カ
ル
へ

γ
斯
ク
数
年
間
ノ
修
繕
費
ヲ
引
キ
去
リ
船
舶
カ
年
々
老
衰
ス
ル
ノ
減
価
等
ヲ
引
キ
去

d
w
 

テ
尚
ホ
其
利
益
金
三
割
以
上
ニ
上
ル
ノ
汽
船
ハ
余
輩
ノ
未
タ
知
一
フ
サ
ル
所
ナ
リ
況
γ
ヤ
四
五
割
以
上
一
一
上
ル
者
オ
巴

(
傍
点
同
寺
〉

日
木
海
運
業
に
お
け
る
減
制
償
却
の
生
成
地
程
(
そ
の
三
)

第
九
心
巷

九

第
一
一
号

四
-l:; 



日
木
海
連
業
に
お
け
る
減
川
償
却
の
生
成
過
程
デ
セ
の

府
九
ヘ
リ
巻

u 

市

号

四
/、

こ
こ
に
引
用
し
た
一
記
事
は
、
そ
の
性
質
か

b
し
て
、
船
舶
の
減
価
償
却
を
直
接
と
り
あ
げ
て
は
い
な
い
が
、
筆
者
の
調
べ
た
と
と
ろ

で
は
、
近
代
的
海
運
業
に
沿
げ
る
利
益
の
算
定
に
あ
た
り
減
価
償
却
を
差
引
く
へ
き
こ
と
を
わ
が
国
で
は
じ
め
て
主
張
し
た
文
献
な
の

で
あ
る
。
だ
が
、
残
念
な
こ
と
に
は
、
右
の
一
記
官
は
、
共
同
運
輸
会
社
の
定
款
決
定
後
約
八
カ
月
を
経
過
し
て
か

b
、
書
か
れ
た
た
め
、

共
同
運
輸
会
社
の
固
定
資
産
会
計
に
な
ん
ら
の
影
響
を
お
よ
ぼ
す
と
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
共
同
運
輸
会
社
に
治
け
る
減
価

償
却
心
無
視
は
、
三
一
変
会
社
と
の
合
併
過
程
に
沿
い
て
、

「
両
社
今
併
ノ
処
分
ハ
両
社
財
産
ノ
評
価
如
何
一
一
ヨ
リ
公
財
ノ
損
失
私
有
ノ

利
益
ト
ナ
ル
ノ
恐
ア
ル
モ
ノ
ナ
リ
而
シ
テ
此
両
社
カ
共
ニ
全
開
ノ
租
税
ニ
損
害
ヲ

5
7
ル
一
一
至
リ
テ
ハ
其
絞
ヲ
一
ニ
セ
只
ン
ハ
ア
ラ
サ

A
町

ル
ナ
リ
」
と
い
う
立
場
か
ら
、
こ
ん
ど
は
「
東
京
横
浜
毎
日
新
聞
」
紙
上
に
治
い
て
、
問
題
と
吉
れ
た
。

い
士
、
同
紙
記
事
中
よ

P
重
要
た
個
所
を
抜
出
し
て
み
る
と
、
つ
ぎ
の
よ
う
民
な
司
令

「
此
合
併
-
一
関
シ
テ
ハ
予
定
ス
ヘ
キ
事
種
々
ア
リ
ト
昨
H(
最
モ
緊
要
一
一

γ
テ
且
悶
難
ナ
ル
ハ
両
社
ノ
財
産
ヲ
評
価
ジ
テ
芝
ヲ
株
ニ
引

同
け

直
ス
コ
ト
是
ナ
引
」
(
明
治
一
人
年
九
月
一
日
号
〉

「
両
社
財
産
ノ
疑
問
ニ
就
テ
ハ
第
一
ニ
其
船
舶
倉
庫
等
航
業
一
一
関
係
セ
ル
一
切
ノ
物
件

ハ
之
ヲ
現
在
ノ
価
格
-
一
見
粒
ル
ベ
グ
ジ
テ
従
来
仕
払
タ
ル
株
金
資
本
金
等
一
一
準
脆
セ
サ
ル
コ
ト
ヲ
欲
λ

ル
ナ
リ
・
物
件
ハ
之
ヲ
価
格

ニ
見
積
ル
一
一
当
リ
如
何
一
一
セ
ハ
其
真
価
-
一
近
キ
ノ
算
定
ヲ
得
へ
キ
カ
予
事
ノ
見
ヲ
以
テ
ス
ル
-
一
先
一
ツ
祈
造
セ
ジ
価
格
ヲ
調
脊
V
テ
其
使

用
セ

γ
年
限
ノ
消
耗
ヲ
和
除

γ
テ
之
ヲ
引
去
ル
ヲ
至
当
ノ
事
ナ
リ
ト
思
考
セ
リ
若
ジ
船
舶
ノ
釦
キ
ハ
新
造
ノ
時
ヨ
リ
何
年
間
使
用
シ
得

ヘ
キ
ノ
度
ハ
大
抵
予
算
ス
へ
キ
者
ナ
リ
カ
故
毎
年
損
耗
ノ
価
金
モ
亦
略
之
ヲ
計
算
九
ル
ヲ
得
へ
ジ
倉
庫
其
仙
川
ノ
物
件
一
一
至
テ
毛
亦
同
一

ノ
方
法
一
一
準
拠
セ
ハ
別
格
外
ノ
違
算
ナ
カ
ル
へ
キ
ナ
リ
然
リ
ト
昨
常
数
ノ
判
明
定
ノ
ミ
其
他
臨
時
一
一
受
ケ
タ
ル
被
損
ノ
如
キ
ハ
或
ハ
不
洋

意
ニ
出
テ
或
ハ
不
幸
-
一
山
山
ル
モ
其
不
体
意
不
幸
共
ニ
現
市
門
会
社
ノ
負
担
ス
ヘ
キ
運
命
一
一
ジ
テ
新
会
社
ノ
一
一
宅
モ
与
カ
ラ
サ
ル
所
ナ
レ
ハ
之

品川
W

ヨ
リ
牛
ス
ル
価
終
ノ
損
耗
ハ
之
ヲ
引
去
リ
テ
計
算
ス
ル
コ
ト
回
ヨ
リ
当
然
ノ
事
ナ
ル
ヘ
シ
」
〈
傍
点
高
寺
)

「
故
ニ
実
際
ノ
処
分
ニ
於



テ
ハ
先
ツ
現
時
丙
社
ノ
有
形
財
康
ヲ
算
定
γ
負
債
丈
ケ
ノ
煩
ヲ
此
内
ヨ
リ
加
除
月
へ

y
此
ノ
如
ク
グ
テ
得
ク
ル
給
数
ヲ
同
社
員
カ
新
会

社
ユ
対
シ
ア
有
ス
ル
ノ
株
金
ト
ヒ
ハ
川
チ
可
ナ
ヲ
一
己
(
九
月
三
日
号
〉

「
十
五
レ
会
社
ノ
財
産
ヲ
評
定
ス
ル
ヨ
ト
(
一
家
人
ノ
財
院
ヲ
詐

定
ス
ル
げ
ニ
異
ナ
ラ
サ
ル
ナ
リ
今
此
一
二
ケ
ノ
商
人
ア
リ
其
家
屋
ノ
紡
構
ヲ
云
ハ
、
実
一
一
封
建
時
代
王
公
ノ
富
ヲ
圧
ス
ル
程
ノ
外
表
ア
レ

ト
モ
其
内
実
ハ
家
屋
一
一
何
ス
ル
負
債
ア
ラ
ン
敗
此
商
人
ハ
決
ジ
テ
富
商
ニ
ア
ラ
県
ジ
テ
釘
商
ナ
リ
ト
↑
山
ハ
サ
ル
へ
カ
一
ス
ス
故
ニ
此
商
人

ノ
財
産
ヲ
調
査
セ
ン
l

ゼ
ハ
先
y
共
負
債
両
ヲ
調
査
セ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
月
家
犀
共
他
ノ
所
有
物
十
万
円
ノ
価
ア
リ
一
ア
負
債
古
川
卜
万
円
ア
一
ノ

γ
鰍
比
商
人
ハ
財
産

L

ノ
キ
レ
ノ
り
十
万
円
ノ
負
債
一
一
対
シ
一
家
臣
共
他
所
有
物
ノ
価
二
十
万
円
ア
ヲ

γ
敗
此
人
ハ
十
万
円
ノ
財
産
ア
ル
者

ト
ノ
リ
故
エ
其
所
有
財
産
ノ
小
ヨ
り
負
債
一
一
品
ヲ
控
除
セ
サ
ル
ノ
財
産
計
算
ハ
適
当
ノ
計
算
ト
一
E

フ
ベ
カ
ヲ
ザ
ル
ナ
リ
」

(
九
月
一
七
日
号
〕

共
同
「
運
輸
会
社
一
一
一
二
ノ
若

γ
負
債
百
万
円
ア
フ
ン
千
其
資
本
給
領
六
百
万
円
ド
ノ
り
ト
一
五
フ
モ
其
突
五
百
万
円
ニ
過
キ
ス

其
不
足

額
ノ
百
万
円

-
ハ
如
何
一
一

γ
一一r
之
ヲ
柿
充
只
ル
ヲ
得
ル
鰍
国
庫
ノ
公
金
フ
以
ァ
之
フ
補
充
セ

γ
乎
我
国
庫
-
一
ノ
斯
ル
余
裕
ノ
貨
財
ト
ノ

力
ラ
ン
株
主
ヲ
シ
テ
之
ヲ
補
足
セ

γ
メ

γ
予
運
輸
会
社
ノ
株
主
ハ
此
迄
ス
ヲ
其
株
金
ヲ
入
ル
ル
一
一
昔
、
、
タ
ル
程
ア
リ
ト
聞
ケ
リ
此
上
一
一

資
本
総
額
六
分
ノ

ノ
縦
ヤ
足
ヲ
為
V
J

能
戸
サ
ル
可
y
然
ハ
如
何
一
一

V

テ
其
不
足
額
ヲ
制
充
ス
ル
鰍
是
レ
余
輩
力
疑
惑
一
一
地
へ
す

ル
所

L

ノ
リ

比
会
社
ハ
不
幸
一
モ
創
以
来
只
消
耗
〔
1
損
失
〕
ノ
ミ
打
チ
統
キ
タ
ル
会
社
F

リ
彼
尚
一
一
創
立
以
来
損
耗
ノ
ミ
打
チ
続
キ

タ
リ
ト
セ
ン
乎
〔
す
で
に
の
べ
た
よ
う
に
、
問
業
第
一
年
四
明
治
一
六
年
に
は
刺
益
を
計
上
し
、
第
一
・
第
二
の
積
金
を
し
た
が
、

そ
の
後
は
損
失
を

続
け
、
積
金
も
眠
り
朋
さ
れ
て
し
ま
っ
た
い
積
立
金
ブ
為
月
ノ
余
浴
レ
ノ
キ
山
勿
論
其
受
ケ
タ
ル
損
耗
タ
ケ
ハ
此
会
社
ノ
株
金
-
一
不
足
ヲ
生

v

タ
ル
者
ト
見
サ
ル
可
カ
ラ
ス
而
ル
ニ
今
此
会
社
ノ
広
告
ヲ
見
ル
一
其
株
金
総
高
ハ
依
然
ト

γ
テ
六
百
万
円
ヲ
存
シ
之
ヲ
以
テ
新
会
社
ノ

株
金
ト
ナ
ス
都
合
ナ
リ
l
云
フ
其
開
業
以
来
受
ケ
タ
ル
損
耗
即
チ
不
足
額
ハ
如
何
-
一

γ
テ
之
ヲ
補
足
ス
ル
鰍
是
レ
余
輩
ノ
解
セ
サ
ル
所

ヲー

リ

日
本
海
運
業
に
お
け
る
減
何
償
却
り
生
成
渦
時
代
(
そ
の
一
一
〕

第
九
O
巻

第
二
男

担当

ゴL



日
本
海
運
業
に
お
け
る
減
価
償
却
の
生
成
過
程
(
そ
の
=
一
)

第
九
心
巻

第
二
号

主L

O 

今
仮
リ
-
一
此
会
社
ハ
開
業
以
来
少
ジ
モ
損
耗
ヲ
受
ケ
ス
ト
ス
ル
モ
此
六
百
万
円
ハ
尚
ホ
多
少
ノ
疑
ヲ
存
ス
ル
者
ト
ス
何
l

ナ
レ
ハ
此

会
社
所
有
ノ
船
舶
共
他
倉
鼎
ノ
如
キ
建
築
又
戸
製
造
以
来
未
タ
多
ク
ノ
年
月
ヲ
経
ス
ト
脈
ト
モ
又
之
ヲ
新
調
ジ
テ
未
タ
一
回
壬
使
用
セ

ス
ト
一
五
フ
可
カ
一
フ
只
既
一
一
之
ヲ
一
年
又
ハ
数
年
間
使
用
シ
タ
リ
ト
セ
ハ
其
使
用
ノ
度
-
一
応
シ
テ
其
所
有
物
価
ヲ
減
シ
タ
リ
ト
見
サ
ル
可

ラ
只
而
ル
-
今
此
広
告
ハ
比
会
社
六
百
万
円
ノ
株
金
ヲ
少
γ
モ
減
九
片
所
ナ
ク
其
マ
、
ヲ
一
仔
シ
テ
新
会
社
ノ
株
金
1r
為
只
ヲ
何
ル
ノ
取

桜
メ
ナ
リ
l
云
へ
リ
故
ニ
此
会
社
創
立
以
来
不
運
ノ
為
メ
-
一
幾
分
ノ
訊
耗
ヲ
受
ケ
タ
リ

I
セ
ハ
共
損
耗
ハ
何
人
ノ
裳
片
ヨ
リ
補
比
ス
ル

ヤ
ノ
疑
ア
リ
若
γ
又
少
γ
毛
損
耗
ナ
γ
l
ス
ル
毛
之
レ
l
開
問
少
γ
毛
刺
益
ナ
カ
リ
ジ
ト
セ
ハ
某
所
有
ノ
船
舶
合
庫
其
他
ノ
財
産
ハ
呆

ジ
テ
六
百
万
円
ノ
価
ア
ル
ヤ
否
ヤ
ノ
疑
ア
ル
ナ
リ
」

(
九
月
一
人
H
号
、
傍
山

i
高
寺
〉

さ

τ、
以
上
か
な
り
長
く
「
東
京
杭
浜
毎
日
新
聞
」
の
記
事
を
引
用
し
た
が
、
そ
こ
で
一
貫
し
て
主
張
さ
れ
て
い
た
の
は
、
要
す
る

に
、
共
同
運
輸
会
社
お
よ
び
三
変
会
机
が
隊
出
す
る
資
産
は
使
川
に
も
と
ず
く
減
価
を
蛇
除
し
て
「
評
価
」
し
、
さ

b
に
か
か
る
「
評

定
価
額
」
か

b
同
社
の
負
債
を
主
引
い
た
正
味
資
産
士
も
っ
て
、
日
木
郵
船
会
社
の
資
本
金
と
す
べ
き
で
あ
る
ー
と
い
う
見
解
で
あ
る
。

だ
が
、
現
実
は
、

「
束
」
尽
棚
沢
何
日
新
聞
」
紙
上
に
ゐ
い
て
く
り
か
え
し
の
べ

b
れ
た
主
張
と
は
ま
さ
に
逆
の
方
'
川
に
沿
い
て
わ
こ
た

わ
れ
た
。

ま
ず
、

功

共
同
迎
輸
会
科
目
「
財
隊
評
定
手
続
キ
」

κつ
い
て
み
る
と
、
り
て
れ
ば
「
一
科
異
様
ノ
手
納
」
(
「
東
京
横
浜
毎
日
新
聞
」
明
治

一
八
年
九
月
一
九
日
号
)
と
い
わ
れ
て
い
た
上
う
に
、
従
来
の
資
本
金
六

O
O万
円
が
「
金
航
一
欠
」
ノ
ク
原
郡
ノ
位
一
一
テ
新
汽
船
会
社
二

帥

組
入
レ
ラ
ル
、
L

〔
「
中
外
物
何
軒
報
」
明
治
一
八
年
九
川
一
七
日
号
〕
よ
う
に
す
る
た
め
、
ま
ず
株
式
の
水
割
を

b
こ
た
い
、
つ
ぎ
に
、
モ

れ
に
あ
わ
士
て
、
多
く
の
架
空
資
産
を
計
よ
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
負
債
の
過
大
評
価
を
も
や
っ
て
の
け
た
。

「
共
同
運
輸
会
社
郊
↓
二
回

実
際
報
告
」
中
心
「
会
社
ノ
営
業
ヲ
日
本
郵
船
会
社
へ
譲
減
ノ
事
」
は
こ
の
間
D
事
情
を
つ
ぎ
の
主
う
に
の
べ
て
い
る
。



-
林
王
所
有
ノ
株
金
-
一
損
失
ヲ
京
一
フ
サ
ル
松
政
府
-
一
請
願
γ
合
併
資
産
ノ
裁
定
方
法
等
総

テ
政
府
ノ
取
捨
一
一
任
九
ヘ
ジ
ト
ノ
決
議
↑
一
依
リ
当
任
者
二
ハ
月
三
十
日
ノ
現
在
資
産
ヲ
基
礎
ト
ジ
テ
之
一
一
加
フ
ル
一
一
営
業
献
統
λ

v

p

目

、

.

.

 

漸
次
償
却
月
へ
キ
者
ノ
創
業
入
費
、
各
船
大
修
繕
費
、
沈
没
船
代
価
、
十
七
年
配
当
ノ
ゐ
大
蔵
省
拝
組
合
、
明
治
十
七
年
中
ノ
常
設
損

失
、
明
治
十
八
年
中
ノ
営
業
損
失
概
算
ヲ
岬
入
シ
又
官
業
継
続
一
ハ
レ
戸
他
日
ノ
隆
昌
ヲ
企
関
ス
ル
ヲ
以
テ
時
利
益
ノ
阻
当
ヲ
為
サ
サ

ル
そ
忍
フ
所
ア
リ
ト
雌
モ
今
ヤ
創
立
ノ
禁
問
ニ
一
民
シ
本
社
ノ
営
業
ブ
廃
止
λ

ル
ノ
場
合
一
一
向
ミ
此
一
期
間
〔
明
治
一
八
年
卜
午
期
〕
株
主

諸
君
ユ
対
ジ
幾
分
ノ
配
当
モ
為
シ
能
ハ
サ
ル
円
高
ダ
忍
ヒ
サ
ル
所
ナ
レ
ハ
良
ジ
ヤ
充
分
ナ
ヲ
サ
ル
モ
年
八
太
一
一
当
ル
γ地

7
配
当
金
ヲ
成

γ
得
ン
コ

I
ヲ
希
望
γ
、
共
概
剖
ヲ
加
算
γ
、
乃
千
左
ノ
資
産
勘
定
書
ヲ
調
整
シ
、
総
会
ノ
願
末
実
除
ノ
事
情
ヲ
具
陳
ジ
ナ
資
産
ノ
裁

一
八
月
十
五
日
株
主
臨
時
総
ム
一
山
ヲ
開
キ

定
ヲ
政
府
↑
一
上
願
セ
リ

金
五
百
五
十
六
万
七
百
四
十
六
円
九
十
一
一
銭
七
厘

資
産
有
高

金
九
十
六
万
五
千
五
百
九
十
五
円
五
十
一
銭
二
鹿

創
業
費
及
営
業
損
失

合
金
六
百
五
十
二
万
六
千
三
刊
四
十
二
円
四
十
四
銭
九
回

(
此
九
十
余
万
円
円
前
記
創
業
入
費
以
下
配
当
金
迄
ヲ
計
担
シ
タ
ル
予
算
ナ
り
)
一

於
此
政
府
(
深
ク
会
社
全
体
ノ
事
情
ヲ
洞
察
セ
一
フ
レ
会
社
ノ
請
願
ヲ
聴
脊
γ
資
本
金
六
百
万
円
ハ
全
傾
新
会
社
ノ
株
式
ニ
加
入
γ
残
五

十
二
万
余
円
ハ
新
会
社
-
一
於
テ
現
金
ヲ
仕
払
フ
可
キ
様
ナ
キ
ヲ
以
テ
同
社
ノ
負
債
ト
ジ
テ
引
受
ク
可
シ
ト
テ
京
ノ
通
裁
定
セ
ラ
ル

金
六
百
五
十
二
万
六
千
三
百
四
十
円

共
同
運
輸
会
社
総
額

内

金
六
百
万
円

新
会
社
株
金

日
木
海
運
業
に
お
け
る
減
伺
償
却
の
生
成
過
程
(
そ
の
三
)

第
九
一
り
巻

第
二
号

五



円
本
海
辺
業
に
お
け
ゐ
減
怖
償
却
の
生
成
過
摂
(
そ
の
三
)

〈単位・円)

543，418 

526，340 

目本郵船会社の合併貸併対照表の要約

日本郵船全社株令

三菱去を 5，000，000

(10万株x501'リ

共同迎輪会社 6，000，000 

(12万株 x50rJ)

[同一く5万 6千株 x50円〉

1，有 3，400，000
( 6万 8千株x501サ〕

白木郵船主:社負債

三菱会社

共同運輸会社より 6，526，340 I 共同運輸会社

一，両元1E五・血 ü~計 12，069，758 

明治18年 9Jl25日に創立委員が1i議決定した「日本郵船会社創立規約JtjJ; 

1~3条(海運史料』 ド巷，附録， pp. 32-33) より作成。なお，論 5告にお

い亡「日本郵船会社ノ負債ハ年七分ノ利息ヲ千jγテ乙ヲ五ヶ年ヨリ十ヶ年間

ニ償還スノレモノト j され亡いたの

第表

5，543，418 
~*白幽豆

三菱会社より

資産計

釘
九

O
巻

四

第
二
庁

ヲ斤

政
府
ハ
此
株
余
ニ
対
ジ
十
五
箇
午
間
作
八
朱
ノ
利
益
ヲ
保
証

ス
ヘ
シ

残
金
五
十
二
万
六
千
三
百
四
十
円

新
会
社
ノ
負
債

新
会
社
ハ
此
負
債
一
一
対
ジ
午
七
朱
ノ
利
ヲ
付
シ
五
箇
年
間

元
利
ヲ
償
還
ス
へ

V
但
新
会
社
ハ
総
収
入
ノ
内
ヨ
リ
通
常
海

陸
ノ
経
費
及
成
規
ノ
積
立
ヲ
為
シ
タ
ル
上
純
益
金
ノ
内
ヨ
リ

1 第

、ン側て

」此
負
イ責
償
還
ノ

額
ヲ

仕
払
然

後
株
式
西日
当
ヲ

計
沸

(
傍
点
|
古
川
守
、
第
一
表
参
照
)

と
と
ろ
で
、
明
治
一
八
年
一

O
月
一
日
に
政
府
に
よ
り
共
同
運
輸

会
社
の
残
務
整
理
を
命
ぜ
ら
れ
た
「
残
務
委
員
」
が
「
資
産
ノ
勘
定

ヲ
詳
究
」
し
て
お
こ
な
っ
た
「
総
勘
定
」
か
ら
当
時
の
正
味
資
産
を

調
べ
て
み
る
と
、
第
二
哀
の
と
ゐ
り
で
あ
る
か
ら
、
資
産
、
負
債
モ

れ
ぞ
れ
、
八
六
回
、
三
一
六
円
、
四
回
、

一
O
六
刊
の
過
大
計
上
が

友
さ
れ
、
結
局
八
七

O
、
二
一
五
円
に
の
ぼ
る
資
本
の
水
割
り
が
お

こ
な
わ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
、
実
際
に
は
、
こ
れ
を
上
ま

わ
る
資
産
の
過
大
計
上
つ
ま
り
資
本
の
水
割
り
が
お
こ
左
わ
れ
て
い

た
り
で
あ
る
。
と
い
う
わ
け
は
、
右
の
「
総
勘
定
」
に

b
w
て
は
、



合併時の宍|司運輸会社の正味資産 (単位・円〉

方 木社瓦長務ニ属スノレ分 7 
拝借金 332，800.596

船耐及地所代例 99.437.905 
年賦J納未済"'''.

木 1上日一払手形 50，000 

(小言1) (482，238.501) 

第二去

本社資産権利ニ I，llスル分

船舶付!価

静棋代価

不動産

本支 l古什~~

公悩証甫

諸肘品代

諸 貸金

各銀行当座
預金及残金

計

5，179，785.773 

1_--"竺竺24むしユ [:5-;6亘互i
共同運輸会社の「残務委員」が「諸般ノ事務ヲ整県シ資庫ノ制定ヲ詳査七

シ」場合。「総勘定Jcr法規分知大全第一I~JI 運輸門卜， pp. 101-102.)土

り作成。

資
産
の
大
半
を
し
め
る
船
船
代
価
は
も
と
よ
り
、
貯
標
代
側
、
不
劃
産
、
本

支
庖
什
器
に
い
た
る
ま
で
、
す
へ
℃
固
定
資
産
は
、
そ
れ
ま
で
に
す
で
に
発

生
し

τい
た
減
価
を
無
視
し
て
、
原
価
で
計
上
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
い
ま
、

か
り
に
引
渡
時
ま
で
に
生
じ
て
い
た
減
価
を
平
均
し
て
原
価
の
約
一
割
と
治

さ
え

τみ
て
も
、
減
価
無
視
に
上
る
資
産

ω過
大
一
許
価
は
五

O
万
円
を
少
し

こ
え
る
金
額
と
た
る
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
で
は
、
三
菱
会
社
の
方
の
合
併
則
産
の
評
価
は
ど
の
よ
ろ
に
沿
己
な

わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
明
維
な
資
制
が
な
い
の
で
断
定
す
る
こ
と
は
さ
け

た
い
が
、
当
時
「
仕
間
伝
フ
ル
所
ニ
依
ル
ニ
比
社
ノ
財
産
額
五
有
五
十
万
円

が]ノ
合 中
ヲ五
取十
ノレ 万
為 H
メノ、

余実
分{町
二 ア

ご レ

菱者
メ斗 -
E 一
半t ア
ノヲ
則一 月

産、ノ

ヲテ

凡 運
*i-1 布市
リ 会
タ社
ノレ 主主

:. f責

h手
十万
午、初r'J
」一

(
「
東
京
偵
浜
封
日
新
聞
」
明
治
一
八
年
九
川
一
一
一
日
号
」

わ
れ

τい
た
こ
と
か
ら

5，190，770.794 

4，3'6.283 

171，821.265 

9，687.586 

♀9 ， 1~O 

186，464.142 

47，962.150 

21，882.054 

貸方

産資味正

桁
察
す
る
に
、
や
は
り
共
同
連
!
愉
会
社
の
場
合
と
同
様
、
た
ん

b
か
の
程
度

に
お
い
亡
資
産
・
負
債
の
過
大
評
価
と
資
本
白
水
割
り
を
恐
b
く
し
て
い
た

忙
違
い
な
い
υ

切
で
し
て
、
固
定
資
産
の
過
大
評
価
の
程
度
は
、
共
阿
運
輸
会

社
の
場
合
よ
り
も
、
い
ち
じ
る
し
か
っ
た
o

三
菱
会
社
に
つ
い
て
は
、
合
併

当
時
「
此
社
ハ
現
今
政
府
カ
共
財
産
ヲ
二
百
が
円
ト
見
積
ル
モ
三
百
万
円
ト

日
本
海
運
業
に
お
け
る
減
価
償
却
の
生
成
過
料
(
そ
の
三
V

第
九
O
巻

五

第
二
日

五



日
木
海
運
業
に
お
け
る
減
師
償
却
の
生
成
過
程
(
そ
の
一
二
)

第
九
心
巻

ー」/、

第
二
号

五:
四

見
積
ル
モ
此
社
一
一
取
リ
テ
ハ
突
ハ
此
上
ナ
キ
幸
l
云
ハ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
月
以
故
ハ
比
社
財
産
ノ
主
ナ
ル
所
ノ
船
舶
ハ
皆
老
朽
ニ
向
ン
ト
ス

同

ル
者
ナ
リ
若
シ
此
老
朽
船
ヲ
今
ヨ
リ
数
年
間
保
山
仔
セ
ン
ト
セ
ハ
突
-
一
年
々
葉
大
ノ
費
用
ヲ
要
セ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
ス
」
〈
「
束
京
横
浜
侍
円
新
聞
」

明
治
一
八
年
九
月
二
口
日
号
)
と
い
円
わ
れ
て
W
た
よ
う
に
、

三
菱
会
社
か
り
引
継
い
だ
陥
怖
は
、

共
同
運
輸
か
ら
D
引
継
ぎ
船
に
く
ら
べ

て
、
老
朽
ま
た
は
構
造
不
適
当
の
た
め
、
の
ち
に
日
木
郵
船
会
社
に
お
い
て
多
細
心
修
繕
費
全
姿
し
た
ば
か
り
で
な
く
、
売
却
処
分
ま

叫

た
は
船
側
の
切
下
げ
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
も
の
を
多
数
含
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。

hv

士
吉
ら
説
明
す
る
ま
で
も
な
く
、
以
上
考
白
出
し
た
よ
う
に
過
大
評
価
さ
れ
て
、
共
同
・
三
菱
両
社
か

b
日
本
郵
船
会
社
へ
引
継
が

れ
た
資
産
は
、
モ
れ
が
費
用
ま
た
は
損
失
〈
転
化
す
る
過
料
を
通
じ
て
(
た
だ
し
、
あ
と
で
の
べ
る
よ
う
に
ゴ
一
変
会
社
ヨ
リ
引
継
高
ノ
内
最

商
務
卿
ノ
御
達
一
一
ヨ
リ
減
祖
」
し
た
船
船
代
価
九
じ
万
八
、
二
五

O
円
は
一
一
一
変
会
社
か
ら
の
献
会
に
よ
り
補
填
さ
れ
た
〉
、
そ
己
に
お
け
る
利
誌
を
圧

迫
し
た
が
、
そ
れ
と
同
時
花
、
負
債
の
過
大
評
価
と
資
木
の
水
割
り
を
ま
ね
い
て
、
刺
子
と
配
当

ω荊
重
負
担
を
日
本
郵
船
会
社
に
課

し
た
。
利
払
と
配
当
に
つ
い
て
は
、
日
本
郵
船
会
社
は
明
治
一
八
年
九
月
二
九
日
に
下
付
さ
れ
た
「
命
令
書
」
に
よ
っ
て
、
利
息
年
七

帥

歩
白
「
負
債
一
克
利
ヲ
償
還
γ
了
ル
迄
配
当
令
ハ
八
歩
ヲ
以
テ
限
リ
ト
ナ
ス
へ
ジ
」
(
第
二
十
八
条
)
と
命
令
さ
れ
て
い
た
が
、
利
誌
が
す

で
に
の
ベ
た
よ
〉
つ
な
事
情
で
少
な
か
っ
た
の
で
、
八
歩
配
当
に
不
足
寸
る
令
絹
は
、
「
命
令
書
」
第
也
条
白
「
政
府
ハ
其
会
社
ノ
株
金

全
額
ニ
対

γ
開
業
ノ
日
ヨ
リ
十
在
ケ
年
間
其
利
治
〔
た
だ
し
、
負
憤
元
利
還
後
。
利
益
〕
年
八
歩
〔
八
八
万
円
〕
ニ
達
セ
サ
ル
時
ハ
之
ヲ
補
給

ス
へ
γ
」
と
い
う
規
定
に
し
た
が
い
、
補
給
を
う
け
、
配
当
支
払
を
お
こ
な
っ
た
。
こ
う
し
て
、

ヲ

負
フ

ノ

結ー
県丙
7 社
主ι ノ、

ス
〔

ノレ 過
コ大
トな

ト型
ご舗ム

配
Q 当
東町
京空

払
と
い
う
〕
一
一
重
ノ
特
別
ナ
ル
利
益
ヲ
得
之
レ
ト
同
時
-
一
社
会
ハ
二
重
ノ
損
耗
〔
損
失
〕

椀
浜
毎
日
新
聞
〕
明
治
一
八
年
九
月
一
一
一
一
日
号
)
っ
た
の
で
あ
る

)
 

1
 

(
 

u
海
運
史
料
」
下
吾
、
五
九
凹
頁
。
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)
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〉(

 
前
掲
古
、
五
九
円
五
ω

j

栴
迎
史
料
」
中
巻
、
明
治
九
年
、
一
一
一
二
一
頁

J

報
知
新
聞
の
記
者
は
「
升
妄
円
ト
称
ス
ル
者
」
に
つ
い
て
「
是
刊
ハ
唯
某
局
ノ
一
車
人
カ
公
然
タ
ル
官
府
首
吏
ノ
世
相
ヲ
用
ヒ

λ

シ
テ
漫
黙
1
一一

菱
社
ノ
意
見
書
〔
明
治
五
年
六
月
に
政
府
に
提
出
し
た
競
走
汽
船
会
社
設
立
反
対
の
意
見
青
〕
ヲ
難
駁
ジ
タ
ル
者
ナ
ル
ヘ
シ
」
(
前
掲
苫
、
=
一
二
三

頁
)
と
い
っ
て
い
あ
が
、
「
明
治
十
五
年
十
二
月
、
師
岡
国
し
に
い
ふ
人
が
こ
れ
を
一
書
に
編
輯
し
て
山
肱
し
た
」
(
由
柳
芳
湖
『
岩
崎
弥
太
郎
」
昭

和
一
七
年
、
二
八
二
一
H
)
も
の
G
あ
る

D

川
刊
『
海
運
史
料
』
中
巻
、

K
五
六
頁
。

川
w
v別
掲
書
、
五
冗
七
冗
一
九
八
頁
。

船
舶
の
保
険
お
よ
び
円
家
保
険
に
つ
い
て
「
郵
便
報
知
新
聞
」
明
治
一
六
年
七
月
一
二
日
号
は
つ
ぎ
の
た
う
に
の
ベ

t
い
る
。

「
凡
ソ
料
品
事
一
一
テ
海
運
ノ
如
ク
危
険
ナ
ル
者
ナ
キ
ハ
世
人
ノ
知
ル
所
ニ
テ
一
旦
不
庖
ノ

天
変
ニ
逢
フ
ト
キ
ρ

↑
朝
一
一
シ
テ
二
三
ノ
相
舶
ヲ
海
底
一
一
沈
メ
宋
ク
百
万
円
内
外
ノ
担
欠

ブ
為
ス
コ

i
t

ア
ル
ヘ
シ
又
幾
」
l

万
円
ノ
怯
橋
費
ヲ
要
ス
ル
一
一
五
ル
ヨ
ト
モ
ア
ル
ヘ
ツ
此

ニ
欧
米
一
一
テ
ハ
大
抵
船
耐
ニ
保
険
ヲ
附
シ
毎
平
毎
年
一
一
幾
千
ノ
限
険
料
ヲ
保
険
会
社
一
一
払

込
ミ
一
一
朝
其
舶
ヲ
損
ス
ル
ト
キ
ハ
該
A
H
社
ヨ
リ
予
定
ノ
船
価
ヲ
受
版
リ
是
ヲ
以
テ
又
新
附

ヲ
造
ク
ル
ヲ
通
例
ト
ス
若

ν
又
川
ク
保
険
ヲ
附
セ
サ
ル
ト
キ
ハ
白
ヲ
保
険
料
ト
シ
テ
船
主

ノ
手
許
一
戸
非
常
手
当
ノ
積
金
ヲ
為
シ
一
朝
船
舶
ヲ
損
亡
ス
ル
ト
キ
ハ
是
ノ
保
険
組
金
ヲ
以

テ
新
船
ヲ
造
リ
代
ル
ノ
刷
ニ
供
λ

而
テ
未
タ
我
邦
一
一
円
船
舶
保
険
会
社
ナ
ク
其
船
舶

ニ
保
険
料
ヲ
附
ス
ル
コ
ト
能
ハ
サ
ル
ト
キ
ハ
則
チ
自
ヲ
積
立
会
ヲ
為
シ
テ
子
許
一
一
保
険
料

ヲ
毎
季
毎
年
儲
へ
置
カ
サ
ル
可
カ
ラ
サ
ル
そ
ノ
ト
ス
L

(

前
掲
書
、
四
五
五
四
五
六
頁
)

な
お
、
当
時
の
外
同
船
会
社
の
屯
人
例
と
し
て
、
一
人
二
凹
年
に
広
東
に
川
設
さ
れ
た
ア

ノ
リ
カ
晶
の
出
回

mo--nc
に
よ
っ
て
一
八
六
二
年
に
設
日
L
1
h
t
m
v
p
u四
V
E
m
t
o
E

Z
S
£
E
H
O
ロロ
o
回目
ν
E
4
に
つ
い
て
み
る
と
、
同
社
は
一
八
六
七
年
か
ら
一
八
己
↑
年

日
本
海
運
業
に
お
け
る
減
価
償
却
の
生
成
過
程
(
そ
の
ご
一
v

l船船山家保険・|
年度 J;~~~I~'~~~~' I 利 益

一一一一」虫但償却控除 | 
l テール i テル

1867 I 63，5胡同 742，472両

1868 I 257，624 491，152 

1869 I 2G7.7G7 1!:iO.38S 

1870 271，132 510，007 

1871 247，320 704，374 

i~m刊 1叫竺 | ー1，482

栄 140，oOC円 (Tb.)の特別修繕日おこなわれ

たため，控除率は18%から120-/0へ引下付ら

れた。 (Ib，d，p. ~Ol.) 

Shan日hai S. ~. Co.， Reかrt 01 the 

Boardοif Direc如何， 1867-1872. (Ibid. p. 

100.) 
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海
運
業
に
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け
る
減
価
償
却
の
生
此
過
程
(
そ
の
一
ニ
)

第
九
心
温
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に
か
け
て
匹
の
巴
古
老

Z
O∞
同
両
己

E
N
E
2
Pロ
a
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o
H
U
2
2伊
丹

5
ロ
ミ

Oロ
ヨ
ロ
ロ
回
目
開
仰
の
の

Oロ
ロ
宮

O同
再

EHHHZぺ
、
と
し
て
「
年
々
一
一
一
一

八
%
ず
つ
船
価
を
引
下
げ
て
い
た
。
」
(
同
J
4
5
m
己
ロ
ロ
m

巴
F
k
Aぉ
h
E
h
A語。
3
2
3
匂
2
2
b合
同

E
と
ミ

N
s
n
E言
包
町
N
E
R
ロ
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ヴ
叶
M
色
町
判
。
炉
内
少
加

ωhwσFEωo-E庁
m
H
ω
∞
阿
ヨ
旬

]FC日
)

川W

寸
海
運
史
料
n
h

下
巻
、
九
九
五
頁
。

山
川
前
掲
書
、
五
九
五

l
五
九
六
頁
。

同

前

掲

書

、

五

九

九

六

O
一
頁

d

例

前

掲

拝

、

六

0
=
一頁。

M
W

前
掲
書
、
六
三
中
ぃ
六
三
八
珂
。

ω
前
掲
書
、
六
三
九

1
六
回
一
一
頁
。

同
「
東
京
横
摂
毎
日
新
聞
」
で
は
、
「
夫

ν使
用
ス
ル
ユ
随
ヒ
其
価
格
ヲ
減
ス
ル
ハ
一
般
有
形
物
ノ
常
性
ナ
リ
(
古
物
珍
器
ノ
加
今
小
数
ノ
物
ヲ
除

キ
)
而
)
y

テ
船
舶
一
一
至
り
テ
ハ
共
特
ニ
再
キ
者
ト
ス
」
(
明
治
一
八
年
一
一
月
一
円
号
、
前
掲
帯
、
七
円
二
頁
)
と
使
用
に
よ
る
物
質
的
減
耐
の
み

が
問
題
と
な
っ
て
い
た
が
、
当
時
す
で
に
新
発
明
に
よ
る
非
物
質
的
減
価
(
い
わ
ゆ
る
陳
腐
化
〉
も
ま
た
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
つ
ぎ
の
「
東

京
日
日
新
聞
」
明
治
一

λ
年
一
心
月
一
日
号
の
記
事
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
ゐ
。

H
本
郵
船
会
社
の
「
所
有
船
(
共
同
〔
運
輸
全
社
〕
カ
先
キ
ニ
新
船
ノ
ミ
ヲ
以
テ
組
織
シ
タ
ル
ニ
ハ
似
ス
今
ρ

老
船
朽
舶
モ
敢
テ
少
ナ
カ
ラ
サ
レ

ハ
順
抗
ニ
其
ノ
体
板
ヲ
加
フ
ヘ
キ
モ
ノ
毛
ア
リ
又
或
ハ
之
ヲ
解
船
ト
ス
ヘ
キ
毛
ノ
モ
ア
ル
ヘ
ケ
レ
ハ
ム
つ
円
ニ
其
川
ア
ル
モ
也
日
二
其
ノ
州
ヲ
械
ス
ル

コ
ト
ア
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予
想
セ
サ
ル
可
カ
ラ
ス
総
シ
テ
今

H
ノ
発
明
続
山
ノ
ト
キ
ュ
当
リ
テ
尤
モ
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資
本
ノ
原
価
ヲ
減
ス
ル
ノ
法
ア
ル
毛
ノ
ハ
船
舶
ヲ
以
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其

最
一
ト
ス
ル
コ
ト
世
界
ノ
通
観
ナ
リ
ト
知
一
フ
ハ
此
ノ
新
去
社
ノ
資
木
モ
鼎
判
明
ノ
為
メ
ニ
減
少
セ
ラ
ル
ル
ノ
憂
ア
ル
ハ
よ
ヲ
予
算
ノ
内
ニ
位
カ
サ
ル
可

カ
ラ
サ
片
ナ
リ
」
(
前
掲
持
、
七
一
四
一
民
、
傍
点

l
高
寺
)

川W

前
掲
刊
、
六
四
八
頁
。

ゆ
柑
掲
丹
、
六
一
八
頁
。

M
W

「l
i

ハ
開
運
輸
会
社
第
二
同
法
際
報
告
」
に
よ
る
と
、
明
治
一
七
午
度
に
お
い
て
は
「
株
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詰
有
エ
配
当
ス
へ
キ
刺
品
ナ
ケ
レ
ハ
、
其
川
当
一
一
光
γ

コ
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ヲ
謀
リ
、
定
款
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五
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八
条
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記
セ
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三
種
ノ
積
立
金
ヲ
為
シ
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ニ
於
テ
返
納
ス
ヘ
キ
予
定
ヲ
以
テ
相
当
ノ
金
領
ヲ
貸
与
セ
ヲ
レ
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コ
ト
ヲ
政
府
一
罰
則
セ
シ
一
一
、
政
府
ハ
特
殊
ノ
恩
典
ヲ
以
テ
金
」
l

六
万
円
7
貸
肘
セ
ラ
ル
ル
コ
ト
ヲ
悶
日
ラ
レ
タ
リ
、
依
テ
前
述
ノ
二
万
五
千
四
百

二
円
品
川
八
銭
凹
匝
ノ
損
失
ハ
明
治
八
年
一
一
於
テ
之
レ
ヲ
償
却
ス
へ
キ
モ
ノ
ト
シ
テ
、
貸
与
ノ
金
制
ヲ
以
テ
株
主
話
相
ノ
配
当
ト
ス
」
(
「
渋
沢
栄
一

伝
記
資
料
』
第
八
巻
、
九
九
頁
)

同
「
出
規
封
煩
大
企
第
一
一
相
」
逆
輸
門
十
、
一

0
0
一

(υ
一
頁
。

M
W

「
海
運
史
料
L

下
巻
、
六
五
六
頁
。

川
間
前
掲
出
、
六
四
九
六
五
口
氏
。

側
日
本
郵
船
会
「
社
創
業
の
際
、
三
蓋
・
歩
岡
両
よ
り
継
承
し
た
あ
船
舶
の
数
は
、
汽
船
五
十
八
般
・
六
万
川
千
六
百
十
総
噸
、
帆
船
十
一
般
・
四

千
七
百
二
十
五
総
噸
な
り
し
が
、
実
際
に
就
て
之
を
検
す
る
に
、
老
朽
又
は
構
造
適
当
な
ら
ざ
る
も
の
頗
る
多
く
、
或
は
之
を
維
持
す
る
為
め
に
巨

釦
の
資
金
を
要

L
、
或
は
直
力
退
艦
に
し
て
佐
ら
に
多
ハ
4
c
h
炭
を
型
し
、
而
か
も
其
船
価
は
、
二
聞
に
付
凡
そ
百
弐
姶
余
円
の
割
合
に
ム

り
、
甚
だ

-h
何
に
過
ぐ
る
の
識
を
免
れ
ず
。
依
て
就
中
川
取
も
不
経
済
な
る
汽
船
八
般
・
六
千
六
百
七
十
八
総
刷
、
帆
船
一
舵
一
千
七
百
十
総
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を
、
第
一
、
弟
二
の
両
制
即
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二
箇
年
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に
於
て
売
却
し
、
更
に
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川
町
な
る
新
造
船
を
購
入
し
て
之
を
相
ふ
と
日
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に
、
従
米
の
船
舶
に
寸
分
な
る
修

繕
を
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へ
て
詰
岡
山
を
改
普
し
た
る
の
み
な
ら
ず
、
其
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価
を
も
一
一
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に
付
百
円
を
越
え
ざ
る
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に
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げ
た
り
」
(
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日
本
郵
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社
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午

史
」
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口
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史
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』
下
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凹
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前
描
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、
附
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、
づ
一
六
頁
。

「
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八
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ヲ
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収
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一
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ハ
初
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ヲ
減
却
ス
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コ
ト
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ノ
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ヲ
以
テ
社
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酬
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ハ
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政
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ノ
相
給
ヲ
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ス
ル
ノ
資
タ
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ニ
過
キ
ス
故
ニ
村
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ハ
寧
ロ
勤
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ノ
姉
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ヲ
拾
テ
儲
安
ノ
品
キ
ニ
坑
ク
ハ
人
情
ノ
常
ナ
リ
何
ソ
勤
倹
以
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積
立
金
以
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ノ
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ヲ
謀
ル
ヲ
之
レ
勉
メ
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ハ
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テ
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給
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ヲ
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ノ
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ナ
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シ
ム
ル
モ
ノ
ト
云
フ
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」
と
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由
か
ら
、
「
助
成
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同
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毎
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定
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領
ヲ
「
付
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ノ
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ニ
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カ
ス
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」
明
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一
一
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O
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に
逓
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大
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か
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本
郵
船
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第
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条
補
給
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ハ
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ノ
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収
入
ノ
多
少
ユ
拘
ハ
ラ

ス
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ニ
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